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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

九
二
︱
一
〇
六
頁

『
説
苑
』『
孔
子
家
語
』
に
見
え
る
「
孔
子
祭
魚
」
説
話
に
つ
い
て

矢
田
尚
子

は
じ
め
に

漢
代
に
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
孔
子
家
語
』
の
巻
二
に
、
次
の

よ
う
な
説
話
（
以
下
「
孔
子
祭
魚
」
と
称
す
る
）
が
収
録
さ
れ
て

い
る
（
注
1
）
。

孔
子
之
楚
、
而
有
漁
者
而
獻
魚
焉
。
孔
子
不
受
。
漁
者
曰
、

天
暑
市
遠
、
無
所
鬻
也
。
思
慮
棄
之
糞
壤
、
不
如
獻
之
君

子
。
故
敢
以
進
焉
。
於
是
夫
子
再
拜
受
之
、
使
弟
子
掃
地
將

以
享
祭
。
門
人
曰
、
彼
將
棄
之
、
而
夫
子
以
祭
之
、
何
也
。

孔
子
曰
、
吾
聞
諸
。
惜
其
腐
䭃
、
而
欲
以
務
施
者
、
仁
人
之

偶
也
。
惡
有
受
仁
人
之
饋
而
無
祭
者
乎
。（
孔
子
楚
に
之ゆ

く

に
、
而す
な
わち

漁
者
有
り
て
魚
を
獻
ず
。
孔
子
受
け
ず
。
漁
者
曰

く
、「
天
暑
く
市
遠
け
れ
ば
、
鬻ひ
さ

ぐ
所
無
き
な
り
。
思
慮
す

る
に
之
れ
を
糞
壤
に
棄
つ
る
は
、
之
れ
を
君
子
に
獻
ず
る
に

如し

か
ず
。
故
に
敢
え
て
以
て
進
む
」
と
。
是
こ
に
於
い
て
夫

子
は
再
拜
し
て
之
れ
を
受
け
、
弟
子
を
し
て
地
を
掃
き
て
將ま
さ

に
以
て
享
祭
せ
し
め
ん
と
す
。
門
人
曰
く
、「
彼
は
將
に
之

れ
を
棄
て
ん
と
す
る
に
、
夫
子
以
て
之
れ
を
祭
る
は
、
何
ぞ

や
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
吾
れ
諸こ

れ
を
聞
く
。
其
の
腐
䭃
を

惜
し
み
て
、
以
て
施
し
を
務
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
仁
人
の

偶た
ぐ

い
な
り
と
。
惡い
ず
くん
ぞ
仁
人
の
饋
お
く
り
も
のを
受
け
て
祭
る
無
き
こ

と
有
ら
ん
や
」
と
。）

楚
に
や
っ
て
き
た
孔
子
に
、
一
人
の
漁
師
が
魚
を
献
上
す
る

が
、
孔
子
は
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
。
漁
師
は
「
暑
い
上
に
市
場

が
離
れ
て
い
る
た
め
、
せ
っ
か
く
捕
っ
た
魚
を
売
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
捨
て
る
よ
り
は
君
子
に
献
上
す
る
方
が
ま
し
だ
と
思
っ
て

持
っ
て
き
た
の
だ
」
と
説
明
す
る
。
す
る
と
孔
子
は
再
拝
し
て
魚
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を
受
け
取
り
、
門
人
に
命
じ
て
そ
の
魚
を
祭
る
準
備
を
さ
せ
る
。

訝
る
門
人
に
対
し
て
孔
子
は
「
残
り
物
を
腐
ら
せ
る
こ
と
を
惜
し

ん
で
施
し
を
す
る
の
は
、
仁
人
の
仲
間
だ
と
聞
い
て
い
る
。
ど
う

し
て
仁
人
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
を
祭
ら
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
」

と
答
え
る
。

こ
の
説
話
の
趣
旨
は
何
だ
ろ
う
か
。
漁
師
が
そ
の
言
葉
通
り
、

棄
て
る
よ
り
は
ま
し
だ
と
思
っ
て
魚
を
孔
子
に
献
上
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
し
た
無
礼
な
漁
師
を
か
ば
う
孔
子
の
優
し
さ
を
描
い

た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
漁
師
が
本
当
に

「
仁
人
」
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
孔
子
に
魚
を
受
け
取
ら

せ
る
た
め
に
、「
棄
て
る
よ
り
は
ま
し
だ
」
と
説
明
し
た
の
だ
と

し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
文
中
か
ら
は
漁
師
の
人
物
像
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
こ
の
説
話
の
趣
旨
を
わ
か
り
に
く

い
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
説
話
の
舞
台
が
楚
で
あ
る
こ
と
、
登
場
人
物
が
孔
子
と

漁
師
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
読
者
の
脳
裏
に
は
『
論
語
』
微
子
篇
に

見
え
る
楚
の
狂
接
輿
や
『
荘
子
』
雑
篇
「
漁
父
篇
」
の
漁
父
が
浮

か
び
、
こ
の
漁
師
も
彼
ら
と
同
様
に
た
だ
者
で
は
な
く
、
何
か
意

図
が
あ
っ
て
魚
を
献
上
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
わ
い

て
く
る
。

小
論
で
は
こ
の
「
孔
子
祭
魚
」
説
話
を
取
り
上
げ
、
漢
代
に
編

ま
れ
た
説
話
集
で
あ
る
『
新
序
』
や
『
説
苑
』
に
収
録
さ
れ
る
説

話
と
の
関
係
性
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

一
、『
孔
子
家
語
』『
説
苑
』
の
収
録
位
置
か
ら
見
た�

　
　
「
孔
子
祭
魚
」

現
行
の
『
孔
子
家
語
』
は
十
巻
四
十
四
篇
か
ら
成
り
、「
孔
子

祭
魚
」
は
巻
二
「
致
思
篇
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
各
篇

に
は
、
概
ね
篇
名
に
沿
う
内
容
の
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
巻
一
の
「
相
魯
篇
」
に
は
、
孔
子
が
魯
に
相
と
し
て
仕
え

て
い
た
と
き
の
話
が
、「
始
誅
篇
」
に
は
、
魯
の
大
司
寇
と
な
っ

た
孔
子
が
初
め
て
罪
人
を
誅
し
た
と
き
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。し

か
し
、
内
容
に
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
な
い
雑
多
な
説
話
を
集

め
た
篇
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
首
章
に
置
か
れ
た
説
話

を
も
と
に
便
宜
的
に
篇
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
全
四
十
四
篇
の

う
ち
、「
致
思
篇
」
を
含
む
八
篇
が
そ
れ
に
当
た
る
。「
致
思
篇
」

は
、
孔
子
が
農
山
に
登
っ
て
「
斯こ

こ
に
於
い
て
思
い
を
致
さ
ば
、

至
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
嘆
じ
、
子
路
・
子
貢
・
顔
淵
に
そ
れ
ぞ
れ

の
志
を
述
べ
さ
せ
た
と
い
う
首
章
の
説
話
か
ら
便
宜
的
に
つ
け
ら

れ
た
篇
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
致
思
」
と
い
う
篇
名
や
そ
こ

に
収
録
さ
れ
る
他
の
説
話
群
と
「
孔
子
祭
魚
」
と
の
間
に
関
連
は

な
く
、
書
中
の
収
録
位
置
か
ら
そ
の
趣
旨
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
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し
い
。

で
は
、
他
の
書
物
に
見
え
る
「
孔
子
祭
魚
」
か
ら
は
何
か
手
が

か
り
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

「
孔
子
祭
魚
」
は
『
孔
子
家
語
』
の
ほ
か
、『
説
苑
』
巻
五
「
貴

徳
篇
」
に
も
見
え
る
。

孔
子
之
楚
、
有
漁
者
獻
魚
甚
强
。
孔
子
不
受
。
獻
魚
者
曰
、

天
暑
遠
市
、
賣
之
不
售
、
思
欲
棄
之
、
不
若
獻
之
君
子
。
孔

子
再
拜
受
、
使
弟
子
掃
除
將
祭
之
。
弟
子
曰
、
夫
人
將
棄

之
、
今
吾
子
將
祭
之
、
何
也
。
孔
子
曰
、
吾
聞
之
。
務
施
而

不
腐
餘
財
者
、
聖
人
也
。
今
受
聖
人
之
賜
、
可
無
祭
乎
。

（
孔
子
楚
に
之ゆ

く
に
、
漁
者
の
魚
を
獻
ず
る
こ
と
甚
だ
强し

う

る
有
り
。
孔
子
受
け
ず
。
魚
を
獻
ず
る
者
曰
く
、「
天
暑
く

市
に
遠
け
れ
ば
、
之
れ
を
賣
ら
ん
と
す
る
も
售う

れ
ず
、
思
う

に
之
れ
を
棄
て
ん
と
欲
す
る
は
、
之
れ
を
君
子
に
獻
ず
る
に

若し

か
ず
」
と
。
孔
子
再
拜
し
て
受
け
、
弟
子
を
し
て
掃
除
し

て
將
に
之
れ
を
祭
ら
し
め
ん
と
す
。
弟
子
曰
く
、「
夫か

の
人

は
將
に
之
れ
を
棄
て
ん
と
す
る
に
、
今　

吾
が
子　

將
に
之

れ
を
祭
ら
ん
と
す
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
吾

れ
之
れ
を
聞
く
。
施
し
を
務
め
て
餘
財
を
腐
ら
せ
ざ
る
者

は
、
聖
人
な
り
と
。
今　

聖
人
の
賜
を
受
く
れ
ば
、
祭
る
こ

と
無
か
る
べ
け
ん
や
」
と
。）

『
説
苑
』
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
諸
子
略
」
儒
家
の
部
に

「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
付
せ
ら
れ
た
班
固
の

自
注
に
「
新
序
・
説
苑
・
世
説
・
列
女
傳
・
頌
圖
な
り
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
漢
末
の
劉
向
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
劉
向
伝
に
よ
れ
ば
、
劉
向

は
「
天
子
を
戒
」
め
る
た
め
に
『
列
女
伝
』
八
篇
を
編
纂
す
る
と

と
も
に
、
様
々
な
事
柄
や
事
跡
を
集
め
て
『
新
序
』
と
『
説
苑
』

併
せ
て
五
十
篇
を
著
わ
し
、
皇
帝
に
献
上
し
た
の
だ
と
い
う
（
注
2
）
。

そ
し
て
宋
本
『
説
苑
』
に
付
せ
ら
れ
た
劉
向
の
「
説
苑
叙
録
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

護
左
都
水
使
者
光
禄
大
夫
臣
向
言
。
所
校
中
書
説
苑
雜
事
、

及
臣
向
書
・
民
間
書
誣
校
讎
、
其
事
類
衆
多
、
章
句
相
溷
、

或
上
下
謬
亂
、
難
分
別
次
序
。
除
去
與
新
序
復
重
者
、
其
餘

者
淺
薄
不
中
義
理
、
別
集
以
爲
百
家
。
復
（
注
3
）
令
以
類
相
從
、

一
一
條
別
篇
目
、
更
以
造
新
書
（
注
4
）
十
萬
言
以
上
、
凡
二
十

篇
、
七
百
八
十
四
章
、
號
曰
新
苑
、
皆
可
觀
。
臣
向
昧
死
（
注
5
）
。

（
護
左
都
水
使
者
光
禄
大
夫
臣
向
言も
う

す
。
校
す
る
所
の
中
書

の
『
説
苑
雜
事
』、
臣
向
の
書
・
民
間
の
書
及と

誣と
も

に
（
注
6
）
校

讎
す
る
に
、
其
の
事
類
は
衆
多
に
し
て
、
章
句
相
い
溷み
だ

れ
、

或
い
は
上
下
謬
亂
し
て
、
次
序
を
分
別
し
難
し
。『
新
序
』

と
復
重
す
る
者
、
其
の
餘
の
者
の
淺
薄
に
し
て
義
理
に
中あ
た

ら

ざ
る
も
の
を
除
去
し
、
別
に
集
め
て
以
て
百
家
と
爲
す
。
復

た
類
を
以
て
相
い
從
わ
し
め
、
一
一
篇
目
を
條
別
し
、
更
に

（ 94 ）



以
て
新
書
十
萬
言
以
上
、
凡
て
二
十
篇
七
百
八
十
四
章
を
造

り
、
號な
づ

け
て
『
新
苑
』
と
曰
え
ば
、
皆
な
観
る
べ
し
。
臣
向

昧
死
。）

こ
の
記
述
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
劉
向
は
当
時
存
在
し
て
い
た

『
説
苑
雑
事
』
の
諸
本
を
校
勘
し
、
す
で
に
編
集
済
み
で
あ
っ
た

『
新
序
』
と
重
複
す
る
も
の
、
内
容
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
な

ど
を
削
除
し
、
そ
れ
ら
を
種
類
ご
と
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
篇
目

を
立
て
、『
新
苑
』
す
な
わ
ち
新
た
な
『
説
苑
』
を
編
集
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
孔
子
祭
魚
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る

『
説
苑
』
巻
五
「
貴
徳
篇
」
は
、「
徳
を
貴
ぶ
」
こ
と
を
説
く
同
類

の
説
話
を
集
め
た
篇
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
孔
子
祭
魚
」
が
孔
子
を
有
徳
者
と
し
て
描
い
た
説

話
な
の
か
、
そ
れ
と
も
漁
師
を
有
徳
者
と
し
て
描
い
た
説
話
な
の

か
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、『
説
苑
』
中
の
収
録
位
置
か
ら
も
こ
の

説
話
の
趣
旨
を
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

二
、『
説
苑
』『
孔
子
家
語
』
と
出
土
文
献

と
こ
ろ
で
、『
孔
子
家
語
』
と
『
説
苑
』
の
「
孔
子
祭
魚
」
を

比
較
す
る
と
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
細
か
い
部
分

で
次
の
よ
う
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

漁
師
が
魚
を
献
上
す
る
理
由
を
孔
子
に
説
明
す
る
際
、『
説
苑
』

所
収
の
も
の
で
は
「
思
う
に
之
れ
を
棄
て
ん
と
欲
す
る
は
、
之
れ

を
君
子
に
獻
ず
る
に
若
か
ず
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、『
孔

子
家
語
』
所
収
の
も
の
で
は
「
思
慮
す
る
に
之
れ
を
糞
壤
に
棄
つ

る
は
、
之
れ
を
君
子
に
獻
ず
る
に
如
か
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
魚

を
「
糞
壤
（
汚
れ
た
土
）
に
棄
」
て
る
こ
と
と
「
君
子
に
獻
ず

る
」
こ
と
と
を
並
べ
て
比
較
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
孔
子
家

語
』
所
収
の
「
孔
子
祭
魚
」
の
漁
師
に
は
君
子
（
孔
子
）
を
軽
視

す
る
態
度
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
孔
子
が
漁
師
の
こ
と
を
弟
子
に
説
明
す
る
際
、『
孔
子

家
語
』
所
収
の
も
の
で
は
「
腐
䭃
を
惜
し
み
て
、
以
て
施
し
を
務

め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
仁
人
の
偶
い
な
り
」
と
述
べ
、『
説
苑
』

所
収
の
も
の
で
は
「
施
し
を
務
め
て
餘
財
を
腐
ら
せ
ざ
る
者
は
、

聖
人
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
。「
腐
ら

せ
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
施
し
を
す
る
者
」
と
「
施
し
を
し
て
（
そ

の
結
果
）
余
り
物
を
腐
ら
せ
な
い
者
」
と
で
は
、
施
し
を
す
る
動

機
が
異
な
り
、
前
者
の
方
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
で
あ

ろ
う
。
加
え
て
、「
仁
人
の
偶
い
」
と
「
聖
人
」
と
で
は
、
前
者

の
方
が
後
者
よ
り
も
劣
る
で
あ
ろ
う
（
注
7
）
。

こ
の
よ
う
に
両
書
の
「
孔
子
祭
魚
」
を
比
較
し
た
場
合
、
わ
ず

か
で
は
あ
る
が
『
孔
子
家
語
』
の
も
の
の
方
が
、『
説
苑
』
の
そ

れ
よ
り
も
、
漁
師
を
無
礼
で
評
価
の
低
い
人
物
と
し
て
描
い
て
い
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る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。『
孔
子
家
語
』
の
方
に
は
、
こ
の
説

話
を
「
無
礼
な
漁
師
を
か
ば
う
孔
子
の
優
し
さ
」
を
描
い
た
も
の

と
し
て
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
孔
子
家
語
』
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
「
六
芸
略
」
の
論
語
部
に

「
孔
子
家
語
二
十
七
巻
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
顔
師
古

注
に
「
今
有
る
所
の
家
語
に
は
非
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
い

間
、
現
行
の
『
孔
子
家
語
』
十
巻
は
魏
の
王
粛
に
よ
る
偽
作
で

あ
っ
て
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
見
え
る
『
孔
子
家
語
』
二
十
七
巻

と
は
異
な
る
と
さ
れ
て
き
た
（
注
8
）
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
三
年
に
河
北
省
定
州
八
角
廊
四
十
号
漢
墓

か
ら
定
州
漢
墓
竹
簡
『
儒
家
者
言
』
が
、
一
九
七
七
年
に
安
徽
省

阜
陽
県
双
古
堆
一
号
漢
墓
か
ら
阜
陽
漢
墓
一
号
木
牘
章
題
が
出
土

し
、
そ
れ
ら
に
現
行
の
『
孔
子
家
語
』
と
内
容
の
重
な
る
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
以
降
、
王
粛
偽
作
説
は

退
け
ら
れ
、
そ
の
資
料
的
価
値
の
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
出
土
文
献
と
の
比
較
に
よ
り
、
現
行
の
『
説

苑
』・『
孔
子
家
語
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
話
の
原
初
的
な

形
の
も
の
が
前
漢
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
現

行
の
『
孔
子
家
語
』
所
収
の
も
の
よ
り
も
『
説
苑
』
所
収
の
も
の

に
近
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
9
）
。

た
と
え
ば
寧
鎮
疆
氏
は
、『
儒
家
者
言
』
と
『
説
苑
』・『
孔
子

家
語
』
の
対
応
箇
所
を
比
較
し
、『
説
苑
』
の
方
が
『
儒
家
者
言
』

と
合
致
す
る
箇
所
が
多
く
、『
孔
子
家
語
』
に
後
人
の
手
が
入
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
10
）
。

福
田
哲
之
氏
は
、
一
号
木
牘
章
題
・『
儒
家
者
言
』
と
『
説

苑
』・『
孔
子
家
語
』
に
見
え
る
孔
子
の
呼
称
を
比
較
し
て
、
一
号

木
牘
章
題
・『
儒
家
者
言
』
に
孔
子
の
呼
称
と
し
て
見
え
る
「
孔

子
」・「
子
」・「
中
尼
」
が
、『
説
苑
』
の
対
応
箇
所
で
は
合
致
す

る
が
、『
孔
子
家
語
』
の
対
応
箇
所
で
は
す
べ
て
「
孔
子
」
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
孔
子
家
語
』
の
「
後
代
性
」
を

示
す
も
の
だ
と
す
る
（
注
11
）
。

つ
ま
り
、
現
行
の
『
孔
子
家
語
』
や
『
説
苑
』
は
、
出
土
文
献

に
見
え
る
よ
う
な
説
話
群
を
素
材
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
、
比
較
す
る
と
『
説
苑
』
所
収
の
説
話
の
方
が
素
材
の
原

型
を
残
し
て
お
り
、『
孔
子
家
語
』
所
収
の
説
話
に
は
、
後
人
の

手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
説
話
群
に
は
「
孔
子

祭
魚
」
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
一
号
木
牘
章
題
に
は

「
孔
子
之
楚
有
獻
魚
者
」
と
（
注
12
）
、『
儒
家
者
言
』
第
六
章
に
は

「
□
漁
者
曰
天
暑
而
得
弓
〔
之
不
□
□
〕」、「
將
祭
之
□
〔
乎
孔

子
曰
〕」
と
見
え
（
注
13
）
、
こ
の
説
話
が
前
漢
期
に
存
在
し
、『
説
苑
』

や
『
孔
子
家
語
』
の
素
材
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
残
存
部
分
が
少
な
い
た
め
、
両
書
の
ど
ち
ら
に
近
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い
か
ま
で
は
判
別
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
先
行
研

究
に
お
け
る
他
の
説
話
の
比
較
結
果
か
ら
類
推
し
て
、『
説
苑
』

の
「
孔
子
祭
魚
」
の
方
が
『
孔
子
家
語
』
の
そ
れ
よ
り
も
原
初
的

な
形
を
残
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

三
、
説
話
の
登
場
人
物
と
趣
旨
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
「
説
苑
叙
録
」
に
よ
れ
ば
、
劉
向
は

『
説
苑
』
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
、
先
行
の
『
説
苑
雑
事
』
か

ら
『
新
序
』
と
重
複
す
る
も
の
を
取
り
除
い
た
と
い
う
。
し
か
し

現
行
の
『
説
苑
』
と
『
新
序
』
に
は
、
重
複
す
る
説
話
が
い
く
つ

か
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
重
複
す
る
説
話
の
中
に
は
、
登
場
人
物
・

内
容
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
も
の
や
（
注
14
）
、
登
場
人
物
や
話
の

内
容
は
同
じ
で
筋
書
き
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
他
（
注
15
）
、

話
の
内
容
や
筋
書
き
が
似
て
い
る
が
登
場
人
物
が
異
な
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
『
新
序
』
巻
二
「
雑
事
篇
」
に
、
燕
の
宰
相
と
一
人

の
大
夫
と
の
問
答
か
ら
成
る
次
の
よ
う
な
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。

昔
者
、
燕
相
得
罪
於
君
、
將
出
亡
、
召
門
下
諸
大
夫
曰
、
有

能
從
我
出
者
乎
。
三
問
、
諸
大
夫
莫
對
。
燕
相
曰
、
嘻
、
亦

有
士
之
不
足
養
也
。
大
夫
有
進
者
曰
、
亦
有
君
之
不
能
養

士
。
安
有
士
之
不
足
養
者
。
凶
年
饑
歳
、
士
糟
粕
不
厭
、
而

君
之
犬
馬
有
餘
榖
粟
。
隆
冬
烈
寒
、
士
裋
褐
不
完
、
四
躰
不

蔽
、
而
君
之
臺
觀
帷
㡘
錦
繡
、
隨
風
飄
飄
而
弊
。
財
者
、
君

之
所
輕
、
死
者
、
士
之
所
重
也
。
君
不
能
施
君
之
所
輕
、
而

求
得
士
之
所
重
、
不
亦
難
乎
。
燕
相
遂
慙
、
遁
逃
不
復
敢

見
。（
昔
者
、
燕
の
相　

罪
を
君
に
得
て
、
將
に
出
亡
せ
ん

と
し
、
門
下
の
諸
大
夫
を
召
し
て
曰
く
、「
能
く
我
に
從
い

て
出
ず
る
者
有
る
か
」
と
。
三
た
び
問
う
も
、
諸
大
夫
對こ
た

う

る
莫
し
。
燕
相
曰
く
、「
嘻あ
あ

、
亦
た
士
の
養
う
に
足
ら
ざ
る

こ
と
有
ら
ん
や
」
と
。
大
夫
の
進
む
者
有
り
て
曰
く
、「
亦

た
君
の
士
を
養
う
こ
と
能
わ
ざ
る
こ
と
有
る
の
み
。
安い
ず

く
ん

ぞ
士
の
養
う
に
足
ら
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。
凶
年
饑
歳
、
士
は

糟
粕
も
厭あ

か
ざ
る
に
、
君
の
犬
馬
は
榖
粟
を
餘
す
有
り
。
隆

冬
烈
寒
、
士
は
裋
褐
完ま
っ

た
か
ら
ず
、
四
躰
蔽
わ
ざ
る
に
、
君

の
臺
觀
は
帷
㡘
錦
繡
、
風
に
隨
い
て
飄
飄
と
し
て
弊や
ぶ

る
。
財

は
、
君
の
輕
ん
ず
る
所
に
し
て
、
死
は
、
士
の
重
ん
ず
る
所

な
り
。
君　

君
の
輕
ん
ず
る
所
を
施
す
こ
と
能
わ
ず
し
て
、

士
の
重
ん
ず
る
所
を
得
ん
こ
と
を
求
む
る
は
、
亦
た
難
か
ら

ず
や
」
と
。
燕
の
相　

遂
に
慙
じ
て
、
遁
逃
し
て
復
た
敢
え

て
見
ず
。）

　

内
容
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

燕
の
宰
相
が
君
主
に
罪
を
得
て
亡
命
す
る
に
際
し
、
自
分
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と
生
死
を
共
に
す
る
者
を
門
下
の
大
夫
た
ち
か
ら
募
ろ
う
と

す
る
が
、
誰
も
応
じ
な
い
た
め
、「
養
い
甲
斐
の
あ
る
士
な

ど
い
な
い
も
の
だ
」
と
嘆
く
。
そ
れ
を
聞
い
た
大
夫
の
一
人

が
「
あ
な
た
が
軽
ん
じ
て
無
駄
遣
い
し
て
い
る
金
銭
を
門
下

の
者
た
ち
に
施
し
て
い
れ
ば
、
彼
ら
が
重
ん
じ
て
い
る
彼
ら

の
生
命
を
得
る
こ
と
は
簡
単
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
の

言
葉
を
聞
い
た
宰
相
は
、
自
ら
を
恥
じ
て
逃
げ
去
る
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
が
、『
説
苑
』
巻
八
「
尊
賢
篇
」

に
は
、
斉
の
相
で
あ
る
宗
衛
と
門
尉
の
田
饒
と
の
問
答
か
ら
成
る

説
話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（
注
16
）
。

宗
衛
相
齊
、
遇
逐
罷
歸
舍
。
召
門
尉
田
饒
等
二
十
有
七
人
而

問
焉
曰
、
士
大
夫
誰
能
與
我
赴
諸
侯
者
乎
。
田
饒
等
皆
伏
而

不
對
。
宗
衛
曰
、
何
士
大
夫
之
易
得
而
難
用
也
。
饒
對
曰
、

非
士
大
夫
之
難
用
也
。
是
君
不
能
用
也
。
宗
衛
曰
、
不
能
用

士
大
夫
何
若
。
田
饒
對
曰
、
厨
中
有
臭
肉
、
則
門
下
無
死

士
。
今
夫
三
升
之
稷
不
足
於
士
、
而
君
鴈
鶩
有
餘
粟
。
紈
素

綺
繡
、
靡
麗
堂
楯
、
從
風
雨
弊
、
而
士
曾
不
得
以
緣
衣
。
果

園
梨
栗
、
後
宮
婦
人
摭
以
相
擿
、
而
士
曾
不
得
一
嘗
。
且
夫

財
者
、
君
之
所
輕
也
。
死
者
士
之
所
重
也
。
君
不
能
用
所
輕

之
財
、
而
欲
使
士
致
所
重
之
死
、
豈
不
難
乎
哉
。
於
是
宗
衛

面
有
慚
色
、
逡
巡
避
席
而
謝
曰
、
此
衛
之
過
也
。（
宗
衛　

齊
に
相
た
り
て
、
逐
罷
に
遇
い
て
舍
に
歸
る
。
門
尉
の
田
饒

等
二
十
有
七
人
を
召
し
て
焉こ

れ
に
問
い
て
曰
く
、「
士
大
夫

誰
か
能
く
我
と
諸
侯
に
赴
く
者
か
」
と
。
田
饒
等
皆
な
伏
し

て
對
え
ず
。
宗
衛
曰
く
、「
何
ぞ
士
大
夫
の
得
易
く
し
て
用

い
難
き
や
」
と
。
饒
對
え
て
曰
く
、「
士
大
夫
の
用
い
難
き

に
非
ざ
る
な
り
。
是
れ
君
用
い
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
」

と
。
宗
衛
曰
く
、「
士
大
夫
を
用
い
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は

何い
か
ん若

」
と
。
田
饒
對
え
て
曰
く
、「
厨
中
に
臭
肉
有
れ
ば
、

則
ち
門
下
に
死
士
無
し
。
今　

夫
れ
三
升
の
稷　

士
に
足
ら

ざ
る
に
、
君
の
鴈
鶩
に
餘
粟
有
り
。
紈
素
綺
繡
は
堂
楯
を
靡

麗
に
し
、
風
雨
に
從
い
て
弊
る
に
、
士
は
曾す
な
わち

以
て
衣
に
緣

す
る
を
得
ず
。
果
園
の
梨
栗
、
後
宮
婦
人
は
摭ひ
ろ

い
て
以
て
相

い
擿う

つ
に
、
士
は
曾
ち
一
も
嘗な

む
る
を
得
ず
。
且
つ
夫
れ
財

は
、
君
の
輕
ん
ず
る
所
な
り
。
死
は
士
の
重
ん
ず
る
所
な

り
。
君　

輕
ん
ず
る
所
の
財
を
用
い
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、

士
を
し
て
重
ん
ず
る
所
の
死
を
致
さ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、

豈
に
難
か
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
。
是
こ
に
於
い
て
宗
衛
の
面
に

慚
色
有
り
、
逡
巡
し
て
席
を
避
け
て
謝
し
て
曰
く
、「
此
れ

衛
の
過
り
な
り
」
と
。）

登
場
人
物
以
外
に
も
細
か
い
部
分
で
は
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、

普
段
、
奢
侈
な
生
活
を
送
っ
て
大
夫
ら
の
窮
乏
を
放
置
し
て
お
き

な
が
ら
、
自
ら
が
危
急
に
陥
る
と
彼
ら
に
頼
ろ
う
と
す
る
宰
相
に

対
し
て
、
一
人
の
大
夫
が
訓
戒
を
垂
れ
る
と
い
う
説
話
の
趣
旨
は
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一
致
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
重
複
の
仕
方
は
、
訓
戒
説
話
に
お
い
て
、
登
場
す
る

人
物
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
訓
戒
の
内
容
の
方
が

重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
登
場
人
物
が
替
わ
ろ
う
と
、

説
話
の
趣
旨
は
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
登
場
人
物
が
替
わ
る
と
と
も
に
説
話
の
趣
旨
が
変

化
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
特
に
、
孔
子
が
登
場
人
物
に
加
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
の
趣
旨
が
変
化
し
て
い
る
例
と
し

て
、『
新
序
』
巻
二
「
雑
事
篇
」
と
『
孔
子
家
語
』
巻
八
「
屈
節

解
篇
」
に
見
え
る
宓
子
賤
の
説
話
が
あ
る
。

ま
ず
『
新
序
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
を
あ
げ
る
。

魯
君
使
宓
子
賤
爲
單
父
宰
。
子
賤
辭
去
、
因
請
借
善
書
者
二

人
、
使
書
憲
書
教
品
。
魯
君
予
之
。
至
單
父
、
使
書
、
子
賤

從
旁
引
其
肘
、
書
醜
、
則
怒
之
。
欲
好
書
、
則
又
引
之
。
書

者
患
之
、
請
辭
而
去
、
歸
以
告
魯
君
。
魯
君
曰
、
子
賤
苦
吾

擾
之
、
使
不
得
施
其
善
政
也
。
乃
命
有
司
無
得
擅
徵
發
單

父
。
單
父
之
化
大
治
。
故
孔
子
曰
、
君
子
哉
、
子
賤
。
魯
無

君
子
者
、
斯
安
取
斯
。
美
其
徳
也
。（
魯
君　

宓
子
賤
を
し

て
單
父
の
宰
爲
ら
し
む
。
子
賤
辭
去
す
る
に
、
因
り
て
書
を

善
く
す
る
者
二
人
を
借
り
て
、
憲
書
・
教
品
を
書
か
し
め
ん

こ
と
を
請
う
。
魯
君　

之
れ
を
予あ
た

う
。
單
父
に
至
り
、
書
か

し
む
る
に
、
子
賤　

旁
ら
よ
り
其
の
肘
を
引
き
て
、
書　

醜

く
け
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
怒
る
。
好
く
書
か
ん
と
欲
す
れ

ば
、
則
ち
又
た
之
れ
を
引
く
。
書
く
者
は
之
れ
を
患う
れ

い
、
辭

せ
ん
こ
と
を
請
い
て
去
り
、
歸
り
て
以
て
魯
君
に
告
ぐ
。
魯

君
曰
く
、「
子
賤
は
吾
れ
の
之
れ
を
擾み
だ

し
て
、
其
の
善
政
を

施
す
を
得
ざ
ら
し
む
る
を
苦
し
む
な
ら
ん
」
と
。
乃
ち
有
司

に
命
じ
て
擅
ほ
し
い
ま
まに
單
父
よ
り
徵
發
す
る
を
得
る
こ
と
無
か
ら

し
む
。
單
父
の
化　

大
い
に
治
ま
る
。
故
に
孔
子
曰
く
、

「
君
子
な
る
か
な
、
子
賤
。
魯
に
君
子
無
く
ん
ば
、
斯
れ
安

ん
ぞ
斯
れ
を
取
ら
ん
や
」
と
。
其
の
徳
を
美ほ

む
る
な
り
。）

単
父
の
宰
に
任
命
さ
れ
た
宓
子
賤
は
、
赴
任
時
に
二
人
の
書
記

官
を
連
れ
て
行
く
が
、
い
ざ
書
類
を
書
か
せ
る
段
に
な
る
と
、
彼

ら
の
肘
を
引
い
て
邪
魔
を
す
る
。
書
記
官
た
ち
か
ら
の
苦
情
を
聞

い
た
魯
君
は
「
私
が
宓
子
賤
の
単
父
統
治
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
、
そ
れ
が
宓
子
賤
に
よ
る
訓
戒
で

あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
単
父
か
ら
の
租
税
や
人
夫
の
徴
収
を
や
め

さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
単
父
は
よ
く
治
ま
っ
た
、
と
い
う
内
容
で

あ
る
。

こ
の
話
は
、
直
言
を
避
け
た
宓
子
賤
の
聡
明
さ
を
称
え
る
と
と

も
に
、
彼
の
真
意
を
即
座
に
理
解
し
、
自
ら
の
過
ち
を
改
め
た
魯

君
の
聡
明
さ
を
も
称
え
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
為
政
者
に
対
す

る
訓
戒
説
話
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
説
話
の
最
後
に
、
弟
子

で
あ
る
宓
子
賤
を
褒
め
称
え
る
孔
子
の
言
葉
が
あ
る
が
、『
論
語
』
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公
冶
長
篇
に
見
え
る
も
の
（
注
17
）
を
付
け
足
し
た
に
過
ぎ
ず
、
た
と

え
こ
れ
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
変
化
は
な
い
。

一
方
、『
孔
子
家
語
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
は
、
孔
子
が
登

場
人
物
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

孔
子
弟
子
有
宓
子
賤
者
、
仕
於
魯
、
為
單
父
宰
。
恐
魯
君
聴

讒
言
、
使
己
不
得
行
其
政
。
於
是
辭
行
、
故
請
君
之
近
史
二

人
、
與
之
俱
至
官
。
宓
子
戒
其
邑
吏
、
令
二
史
書
。
方
書
、

輒
掣
其
肘
、
書
不
善
、
則
從
而
怒
之
。
二
史
患
之
、
辭
請
歸

魯
。
宓
子
曰
、
子
之
書
甚
不
善
。
子
勉
而
歸
矣
。
二
史
歸
報

於
君
曰
、
宓
子
使
臣
書
、
而
掣
肘
、
書
惡
而
又
怒
臣
。
邑
吏

皆
笑
之
。
此
臣
所
以
去
之
而
來
也
。
魯
君
以
問
孔
子
。
子

曰
、
宓
不
齊
君
子
也
。
其
才
任
霸
王
之
佐
、
屈
節
治
單
父
、

將
以
自
試
也
。
意
者
、
以
此
為
諫
乎
。
公
寤
太
息
而
歎
曰
、

此
寡
人
之
不
肖
。
寡
人
亂
宓
子
之
政
、
而
責
其
善
者
非
矣
。

微
二
史
、
寡
人
無
以
知
其
過
、
微
夫
子
、
寡
人
無
以
自
寤
。

遽
發
所
愛
之
使
、
告
宓
子
曰
、
自
今
已
往
、
單
父
非
吾
有

也
。
從
子
之
制
、
有
便
於
民
者
、
子
決
為
之
、
五
年
一
言
其

要
。
宓
子
敬
奉
詔
、
遂
得
行
其
政
。
於
是
單
父
治
焉
。
躬
敦

厚
、
明
親
親
、
尚
篤
敬
、
施
至
仁
、
加
懇
誠
、
致
忠
信
、
百

姓
化
之
。（
孔
子
の
弟
子
に
宓
子
賤
な
る
者
有
り
て
、
魯
に

仕
え
、
單
父
の
宰
と
為
る
。
魯
君
の
讒
言
を
聴
き
、
己
を
し

て
其
の
政
を
行
う
を
得
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
恐
る
。
是
こ
に

於
い
て
辭
し
て
行
く
に
、
故
こ
と
さ
ら

に
君
の
近
史
二
人
を
請
い
、

之
れ
と
俱
に
官
に
至
る
。
宓
子　

其
の
邑
の
吏
を
戒
め
、
二

史
を
し
て
書
か
し
む
。
方
に
書
か
ん
と
す
る
に
、
輒
ち
其
の

肘
を
掣ひ

き
、
書　

善
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
從
り
て
之
れ
に
怒

る
。
二
史　

之
れ
を
患
え
、
辭
し
て
魯
に
歸
ら
ん
こ
と
を
請

う
。
宓
子
曰
く
、「
子
の
書
は
甚
だ
善
か
ら
ず
。
子
勉す
み

や
か

に
歸
れ
」
と
。
二
史
歸
り
て
君
に
報
じ
て
曰
く
、「
宓
子　

臣
を
し
て
書
か
し
む
る
も
、
肘
を
掣
き
、
書　

惡
し
け
れ
ば

又
た
臣
に
怒
る
。
邑
吏
皆
な
之
れ
を
笑
う
。
此
れ
臣
の
之
れ

を
去
り
て
來
た
る
所
以
な
り
」
と
。
魯
君
以
て
孔
子
に
問

う
。
子
曰
く
、「
宓
不
齊
は
君
子
な
り
。
其
の
才
は
霸
王
の

佐
に
任
ず
る
も
、
節
を
屈
し
て
單
父
を
治
む
る
は
、
將
に
以

て
自
ら
試
み
ん
と
す
る
な
り
。
意お
も

う
に
、
此
れ
を
以
て
諫
め

と
為
す
か
」
と
。
公　

寤
り
て
太
息
し
て
歎
じ
て
曰
く
、

「
此
れ
寡
人
の
不
肖
な
る
な
り
。
寡
人
は
宓
子
の
政
を
亂
し

て
、
其
の
善
を
責
む
る
は
非
な
り
。
二
史
微な

か
り
せ
ば
、
寡

人
以
て
其
の
過
ち
を
知
る
無
く
、
夫
子
微
か
り
せ
ば
、
寡
人

以
て
自
ら
寤
る
無
し
」
と
。
遽に
わ

か
に
愛
す
る
所
の
使
を
發

し
、
宓
子
に
告
げ
し
め
て
曰
く
、「
今
よ
り
已
往
、
單
父
は

吾
が
有
に
非
ざ
る
な
り
。
子
の
制
に
從
い
、
民
に
便
な
る
者

有
ら
ば
、
子
決
し
て
之
を
為
し
、
五
年
に
一
た
び
其
の
要
を

言
え
」
と
。
宓
子　

敬つ
つ
しみ
て
詔
を
奉
じ
、
遂
に
其
の
政
を
行
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う
を
得
た
り
。
是
こ
に
於
い
て
單
父
治
ま
る
。
躬み
ず
から

敦
厚
に

し
て
、
親
親
を
明
ら
か
に
し
、
篤
敬
を
尚
び
、
至
仁
を
施

し
、
懇
誠
を
加
え
、
致
忠
信
を
致
せ
ば
、
百
姓
は
之
れ
に
化

す
。）

『
新
序
』
所
収
の
も
の
に
比
べ
、
各
所
に
詳
細
な
説
明
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、
後
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
魯
君
は
書
記
官
の
訴
え
を
聞
い
て
も
宓
子
賤
の
意
図

を
理
解
で
き
ず
、
孔
子
に
説
明
を
求
め
て
よ
う
や
く
悟
り
、
自
ら

の
非
を
改
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
話
の
趣
旨
は
、
宓

子
賤
と
、
彼
の
意
図
を
即
座
に
察
し
た
孔
子
の
聡
明
さ
を
称
賛
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、『
新
序
』
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
魯

君
を
称
賛
す
る
視
点
が
大
幅
に
後
退
し
て
い
る
。
登
場
人
物
に
孔

子
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
悟
り
改
め
る
主
君
」
を
主
題
と

す
る
、
為
政
者
の
た
め
の
訓
戒
説
話
か
ら
、「
教
え
諭
す
宓
子
賤

と
孔
子
」
を
主
題
と
す
る
儒
家
説
話
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

四
、『
新
序
』
の
「
楚
人
献
魚
」

前
章
で
見
た
宓
子
賤
説
話
の
例
の
よ
う
に
、『
孔
子
家
語
』・

『
説
苑
』
の
「
孔
子
祭
魚
」
と
筋
書
き
が
似
て
い
る
も
の
の
、
登

場
人
物
が
異
な
る
例
と
し
て
、『
新
序
』
巻
二
「
雑
事
篇
」
に
収

録
さ
れ
る
次
の
説
話
（
以
下
、「
楚
人
献
魚
」
と
称
す
る
）
が
あ

げ
ら
れ
る
。「
孔
子
祭
魚
」
と
同
じ
く
、
魚
を
献
上
す
る
漁
師
が

登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
献
上
す
る
相
手
は
、
孔
子
で
は
な
く
楚

王
で
あ
る
。

楚
人
有
獻
魚
楚
王
者
曰
、
今
日
漁
獲
、
食
之
不
盡
、
賣
之
不

售
、
棄
之
又
惜
。
故
來
獻
也
。
左
右
曰
、
鄙
哉
辭
也
。
楚
王

曰
、
子
不
知
漁
者
仁
人
也
。
蓋
聞
、
囷
倉
粟
有
餘
者
、
國
有

餓
民
、
後
宮
多
幽
女
者
、
下
民
多
曠
夫
、
餘
衍
之
蓄
聚
於
府

庫
者
、
境
内
多
貧
困
之
民
。
皆
失
君
人
之
道
。
故
厨
庖
有
肥

魚
、
廐
有
肥
馬
、
民
有
餓
色
。
是
以
亡
國
之
君
藏
於
府
庫
。

寡
人
聞
之
久
矣
、
未
能
行
也
。
漁
者
知
之
、
其
以
此
諭
寡
人

也
。
且
今
行
之
。
於
是
乃
遣
使
、
恤
鰥
寡
而
存
孤
獨
、
出
倉

粟
、
發
幣
帛
而
振
不
足
、
罷
去
後
宮
不
御
者
、
出
以
妻
鰥

夫
。
楚
民
欣
欣
大
悦
、
鄰
國
歸
之
。
故
漁
者
、
壹
獻
餘
魚
、

而
楚
國
賴
之
。
可
謂
仁
智
矣
。（
楚
人
に
魚
を
楚
王
に
獻
ず

る
者
有
り
て
曰
く
、「
今
日
漁す
な
どり
獲
し
も
の
、
之
れ
を
食
ら

え
ど
も
盡
き
ず
、
之
れ
を
賣
れ
ど
も
售う

れ
ず
、
之
れ
を
棄
つ

る
は
又
た
惜
し
。
故
に
來
た
り
て
獻
ず
る
な
り
」
と
。
左
右

曰
く
、「
鄙
な
る
か
な
、
辭
や
」
と
。
楚
王
曰
く
、「
子
は
漁

者
の
仁
人
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
聞
く
、
囷
倉
の
粟

に
餘
り
有
る
者
は
、
國
に
餓
え
る
民
有
り
、
後
宮
に
幽
女
多

き
者
は
、
下
民
に
曠
夫
多
く
、
餘
衍
の
蓄
え
府
庫
に
聚
ま
る
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者
は
、
境
内
に
貧
困
の
民
多
し
。
皆
な
人
に
君
た
る
の
道
を

失
う
。
故
に
厨
庖
に
肥
魚
有
り
、
廐
に
肥
馬
有
り
、
民
に
餓

色
有
り
。
是
こ
を
以
て
亡
國
の
君
は
府
庫
に
藏お
さ

む
と
。
寡
人

は
之
れ
を
聞
く
こ
と
久
し
き
も
、
未
だ
行
う
こ
と
能
わ
ざ
る

な
り
。
漁
者
は
之
れ
を
知
り
て
、
其
れ
此
れ
を
以
て
寡
人
を

諭
す
な
り
。
且
に
今　

之
れ
を
行
わ
ん
と
す
」
と
。
是
こ
に

於
い
て
乃
ち
使
を
遣
わ
し
て
、
鰥
寡
を
恤あ
わ
れ

み
て
孤
獨
を
存

し
、
倉
粟
を
出
だ
し
、
幣
帛
を
發
し
て
足
ら
ざ
る
を
振す
く

い
、

後
宮
の
御
せ
ざ
る
者
を
罷し
り
ぞけ

去
ら
し
め
、
出
だ
し
て
以
て
鰥

夫
に
妻め
あ

わ
す
。
楚
民
は
欣
欣
と
し
て
大
い
に
悦
び
、
鄰
國
は

之
れ
に
歸
す
。
故
に
漁
者
、
壹ひ
と

た
び
餘
魚
を
獻
じ
て
、
楚
國

は
之
れ
に
賴
る
。
仁
智
と
謂
う
べ
し
。）

内
容
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
人
の
漁
師
が
、
売
れ
な
い
魚
を
捨
て
る
の
が
惜
し
い
か
ら
と

い
う
理
由
で
、
楚
王
に
献
上
し
に
や
っ
て
く
る
。
王
の
側
近
た
ち

は
、
無
礼
な
奴
だ
と
言
っ
て
漁
師
を
非
難
す
る
が
、
楚
王
は
彼
を

「
仁
人
」
だ
と
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
宮
中

の
厨
房
に
は
太
っ
た
魚
が
あ
り
、
厩
に
は
太
っ
た
馬
が
い
て
、
贅

沢
三
昧
の
生
活
を
し
て
い
る
一
方
で
、
民
が
飢
餓
に
苦
し
ん
で
い

る
と
い
う
よ
う
な
国
の
王
は
、
亡
国
の
君
主
で
あ
る
と
聞
く
。
そ

の
こ
と
を
熟
知
す
る
漁
師
は
、
私
を
教
え
諭
す
た
め
に
魚
を
献
上

し
た
の
だ
」
と
。
そ
し
て
楚
王
が
宮
中
の
余
財
を
放
出
し
て
民
に

分
け
与
え
た
と
こ
ろ
、
楚
の
民
は
大
い
に
喜
び
、
隣
国
の
民
す
ら

も
楚
国
に
帰
属
し
た
と
い
う
。

漁
師
が
果
た
し
て
本
当
に
楚
王
を
諭
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
魚

を
献
上
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
文
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
こ
の
説
話
が
、
漁
師
の
献
魚
を
き
っ
か
け
と
し
て

自
ら
の
治
政
を
改
め
た
楚
王
の
聡
明
さ
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
（
注
18
）
。

楚
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
点
、
一
人
の
漁
師
が
魚
を
献
上
し
て

「
売
れ
残
り
の
魚
を
捨
て
る
よ
り
は
献
上
す
る
方
が
ま
し
だ
」
と

話
し
て
い
る
点
、
周
囲
の
人
間
が
漁
師
を
非
難
す
る
点
な
ど
、

「
楚
人
献
魚
」
と「
孔
子
祭
魚
」
は
よ
く
似
た
構
造
を
持
つ
が
（
注
19
）
、

登
場
人
物
の
違
い
か
ら
、
説
話
の
趣
旨
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
楚
王
を
主
人
公
と
す
る
「
楚
人
献
魚
」
は
、
為
政
者
に
対
す

る
訓
戒
を
目
的
と
し
た
説
話
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
あ
る
が
、

孔
子
を
主
人
公
と
す
る
「
孔
子
祭
魚
」
に
は
そ
う
し
た
訓
戒
の
要

素
が
見
ら
れ
ず
、
説
話
の
趣
旨
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。「

楚
人
献
魚
」
で
は
、
余
っ
た
魚
を
献
上
す
る
漁
師
の
無
礼
を

咎
め
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
治
政
に
対
す
る
訓
戒
と
見
な
し
て
悟

り
改
め
る
楚
王
の
寛
容
さ
、
聡
明
さ
が
描
か
れ
て
い
た
。
漁
師
が

実
際
に
訓
戒
を
目
的
と
し
て
魚
を
献
上
し
た
の
か
ど
う
か
は
文
章

か
ら
読
み
取
れ
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
「
悟
り
改
め
る
主
君
」
と
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い
う
説
話
の
主
題
に
は
影
響
し
な
い
。

一
方
、「
孔
子
祭
魚
」
に
は
、
同
じ
よ
う
に
魚
を
献
上
す
る
漁

師
が
登
場
す
る
が
、
説
話
の
主
人
公
は
楚
王
か
ら
孔
子
に
替
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
悟
り
改
め
る
主
君
」
と
い
う
説

話
の
主
題
も
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
楚
人
献

魚
」
の
よ
う
に
明
確
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

文
章
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
漁
師
の
人
物
像
が
主
題

に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
無
礼
な
漁
師
と
彼
を
か
ば

う
孔
子
」
と
「
仁
人
（
聖
人
）
で
あ
る
漁
師
と
そ
れ
を
見
抜
く
孔

子
」
の
二
通
り
の
主
題
を
想
定
し
得
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

小
論
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、『
新
序
』
や
『
説
苑
』
は
、
定

州
漢
墓
竹
簡
『
儒
家
者
言
』
や
阜
陽
漢
墓
一
号
木
牘
章
題
に
見
え

る
よ
う
な
説
話
を
素
材
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
説
話
は
、
い
に
し
え
の
君
臣
、
聖
人

や
賢
人
な
ど
の
言
動
を
物
語
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
口

承
・
伝
写
を
重
ね
、
諸
子
の
学
説
や
思
想
を
主
張
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
、
改
変
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
改
変
に
も
巧
拙

が
あ
り
、
改
変
の
結
果
、
説
話
の
趣
旨
が
明
瞭
に
な
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
説
話
が
改
変
さ
れ
て
き
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ

る
な
ら
ば
、「
孔
子
祭
魚
」
も
ま
た
、「
楚
人
献
魚
」
の
「
魚
を
献

上
す
る
漁
師
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
利
用
し
、
主
人
公
を
楚
王

か
ら
孔
子
に
替
え
る
こ
と
で
、
為
政
者
の
た
め
の
訓
戒
説
話
を
、

孔
子
と
そ
の
思
想
を
称
賛
す
る
儒
家
説
話
に
改
変
し
よ
う
と
し
た

結
果
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

『
新
序
』
所
収
の
「
楚
人
献
魚
」
に
比
べ
る
と
、『
孔
子
家
語
』・

『
説
苑
』
に
見
え
る
「
孔
子
祭
魚
」
は
、
同
じ
「
魚
を
献
上
す
る

漁
師
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
用
い
な
が
ら
、
説
話
と
し
て
の
明

快
さ
に
欠
け
る
。
そ
れ
は
、
説
話
の
改
変
が
成
功
し
て
い
な
い
こ

と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。

小
論
第
二
章
に
お
い
て
、『
孔
子
家
語
』
所
収
の
「
孔
子
祭
魚
」

が
、『
説
苑
』
所
収
の
も
の
に
比
べ
て
、
漁
師
の
イ
メ
ー
ジ
を
引

き
下
げ
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
は
、
不
明
瞭
に
な
っ
た
説
話
の
趣
旨
を
「
無
礼
な
漁
師
と
彼
を

か
ば
う
孔
子
」
の
方
に
統
一
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
た
た

め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
論
で
取
り
上
げ
た
『
孔
子
家
語
』
や
『
新
序
』・『
説
苑
』
と

い
っ
た
説
話
集
に
つ
い
て
は
、
書
物
と
し
て
の
成
立
や
、
儒
家
思

（ 103 ）



想
を
伝
え
る
書
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
た
先
行
研
究
が
多

く
（
注
20
）
、
収
録
さ
れ
た
説
話
を
物
語
と
し
て
分
析
す
る
視
点
は
こ

れ
ま
で
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
小
論
で
試
み

た
よ
う
に
、
個
々
の
説
話
に
表
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
や
説
話
間
の
関

係
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
の
形
成
と
変
容
の
様

相
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の

書
物
は
資
料
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
） 

巻
二
「
致
思
篇
」。
以
下
、小
論
で
用
い
る
『
孔
子
家
語
』
お
よ
び
『
説

苑
』、『
新
序
』
の
本
文
は
『
四
部
叢
刊
』
所
収
の
も
の
を
底
本
と
す
る
。

（
２
） 

向
睹
俗
彌
奢
淫
、
而
趙
衞
之
屬
起
微
賤
踰
禮
制
。
向
以
為
、
王
教
由

内
及
外
、自
近
者
始
。
故
採
取
詩
書
所
載
賢
妃
貞
婦
、興
國
顯
家
可
法
則
、

及
孽
嬖
亂
亡
者
、
序
次
為
列
女
傳
。
凡
八
篇
。
以
戒
天
子
。
及
采
傳
記

行
事
、
著
『
新
序
』・『
説
苑
』。
凡
五
十
篇
。
奏
之
。

（
３
） 

原
文
は
「
後
」
と
す
る
。
盧
文
弨
『
群
書
拾
補
』
巻
六
「
説
苑
校
補
」

は
「
後
下
疑
有
脱
文
」
と
す
る
が
、
孫
詒
譲
『
札
迻
』
巻
八
「
説
苑
」

に
「
以
文
義
校
之
、
後
當
爲
復
之
譌
、
下
無
脱
文
」
と
あ
る
の
に
し
た

が
う
。

（
４
） 

原
文
は
「
新
事
」
と
す
る
。
孫
詒
譲
『
札
迻
』
巻
八
「
説
苑
」
に
「
新

事
當
作
新
書
、
凡
向
所
奏
校
定
可
繕
寫
者
爲
新
書
、
荀
子
目
録
載
向
奏

題
新
書
、
是
其
證
也
」
と
あ
る
の
に
し
た
が
う
。

（
５
） 

厳
可
均
『
全
上
古
三
大
秦
漢
三
国
六
朝
文
』
全
漢
文
巻
三
十
七
（
中

華
書
局
、
一
九
八
五
年
）。

（
６
） 

盧
文
弨
『
群
書
拾
補
』
巻
六
「
説
苑
校
補
」
に
「
論
語
、
焉
可
誣
也
。

漢
書
薛
宣
傳
作
可
憮
、
蘇
林
曰
、
憮
、
同
也
、
兼
也
。
晋
灼
曰
、
憮
音
誣
。

疑
此
誣
亦
與
憮
同
義
」と
あ
り
、池
田
秀
三「
劉
向
の
学
問
と
思
想
」（『
東

方
学
報
』
五
〇
、
一
九
七
八
年
）
は
注
十
で
「
盧
説
は
も
と
よ
り
通
じ

る
が
、
恐
ら
く
は
謹
字
の
訛
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま

ず
盧
説
に
し
た
が
う
。

（
７
） 『
孔
子
家
語
』
の
方
で
は
、孔
子
が
漁
師
の
こ
と
を
「
仁
人
（
の
偶
い
）」

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
説
苑
』
の
方
で
は
「
聖
人
」
と
し
て
い
る
。

兪
達
「
古
書
成
書
編
輯
体
例
研
究
︱
以
『
説
苑
』、『
孔
子
家
語
』
互
見

内
容
中
関
于
孔
子
記
載
的
差
異
為
中
心
」（『
湖
南
科
技
学
院
学
报
』
第

三
四
巻
第
三
期
、
二
〇
一
三
年
）
は
こ
れ
を
、『
孔
子
家
語
』
が
孔
子
を

称
揚
す
る
た
め
に
漁
師
の
評
価
を
低
く
し
た
た
め
で
あ
る
と
分
析
し
、

今
本
『
孔
子
家
語
』
の
文
章
に
、
後
世
の
儒
家
に
よ
る
工
夫
・
改
変
が

加
え
ら
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
す
る
。

　

 

…
…
同
样
，
既
然
要
塑
造
好
孔
子
的
形
象
，
就
需
要
对
其
他
人
适
度

降
低
，
以
期
衬
托
孔
子
的
伟
，
否
则
孔
子
的
地
位
就
显
得
不
那
么
崇

高
了
。
因
此
在
《
家
语
》
出
于
尊
孔
需
要
，
对
一
些
材
料
中
他
人
的

地
方
进
行
了
降
低
处
理
。〝
献
鱼
者
〟
的
定
位
就
是
一
个
典
型
例
子
，

该
事
见
于
《
说
苑
・
贵
德
》
相
关
记
载
〝
孔
子
之
楚
，
有
渔
者
献
鱼
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甚
强
〟，
其
事
亦
见
于
《
家
语
・
致
思
》。
两
者
大
致
内
容
基
本
一
致
，

但
最
大
的
区
别
在
于
对
献
鱼
者
的
定
位
，《
说
苑
》
将
之
称
为
〝
圣
人
〟

而
《
家
语
》
称
之
为
〝
仁
人
〟。
需
要
指
出
的
是
，
在
《
说
苑
》
中
未

称
孔
子
为
〝
圣
人
〟
之
处
，
而
其
他
文
献
则
称
〝
圣
〟
的
情
况
不
少
。

〝
齐
景
公
问
子
贡
曰
子
谁
师
〟
就
是
一
例
。
在
《
说
苑
》
中
子
贡
称
赞

老
师
〝
贤
〟，
而
到
了
《
韩
诗
外
传
》
卷
八
的
相
关
记
载
就
变
成
了
称

赞
老
师
为〝
圣
〟。
放
到
整
个
历
史
背
景
之
下
，我
们
有
理
由
相
信
，《
说

苑
》
与
其
他
文
献
在
这
一
点
记
载
上
的
差
别
不
是
偶
然
现
象
，
反
映

出
汉
代
的
儒
生
们
对
孔
子
尊
崇
的
加
深
，
而
《
家
语
》
对
〝
献
鱼
者
〟

地
位
的
降
低
，
这
是
出
于
这
一
需
要
。

（
８
） 『
孔
子
家
語
』
王
粛
偽
作
説
の
形
成
や
そ
の
再
検
討
に
つ
い
て
は
、
南

澤
良
彦
「『
孔
子
家
語
』
の
流
伝
と
評
価
と
の
再
検
討
」（『
九
州
中
国
学

会
報
』
五
一
、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
９
） 

韓
自
強「
一
号
木
牘『
儒
家
者
言
』章
題
釈
文
考
証
」（『
阜
陽
漢
簡『
周

易
』
研
究
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
寧
鎮
疆
「
由
『
民

之
父
母
』与
定
州
・
阜
陽
相
関
簡
牘
再
説『
家
語
』的
性
質
及
成
書
」（『
上

博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
続
編
』
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、

同
「
八
角
廊
漢
簡
《
儒
家
者
言
》
与
《
孔
子
家
语
》
相
関
章
次
疏
証
」（『
古

籍
整
理
研
究
学
刊
』
二
〇
〇
四
年
第
五
期
）、
同
「『
家
語
』
的
〝
層
累
〟

形
成
考
論
︱
阜
陽
双
古
堆
一
号
木
牘
所
見
章
題
与
今
本『
家
語
』之
比
較
」

（『
斉
魯
学
刊
』
二
〇
〇
七
年
第
三
期
）、
福
田
哲
之
「
阜
陽
漢
墓
出
土
木

牘
章
題
考
︱
一
号
・
二
号
木
牘
を
中
心
と
し
て
︱
」（『
中
国
研
究
集
刊
』

致
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
同
「
阜
陽
漢
墓
一
号
木
牘
章
題
と
定
州
漢
墓
竹

簡
『
儒
家
者
言
』
︱
『
新
序
』『
説
苑
』『
孔
子
家
語
』
と
の
関
係
︱
」（『
中

国
研
究
集
刊
』
雨
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
な
お
、
定
州
八
角
廊
四
十
号
漢

墓
の
墓
主
は
前
漢
中
山
懐
王
劉
脩
（
卒
年
は
前
五
五
年
）、
阜
陽
県
双
古

堆
一
号
漢
墓
の
墓
主
は
汝
陰
侯
夏
侯
竈
（
卒
年
は
前
一
六
五
年
）
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

注
九
前
掲
寧
論
文
「
八
角
廊
漢
簡
《
儒
家
者
言
》
与
《
孔
子
家
语
》

相
関
章
次
疏
証
」

（
11
） 

注
九
前
掲
福
田
論
文
「
阜
陽
漢
墓
出
土
木
牘
章
題
考
︱
一
号
・
二
号

木
牘
を
中
心
と
し
て
︱
」。

（
12
） 

注
九
前
掲
韓
論
文
「
一
号
木
牘
『
儒
家
者
言
』
章
題
釈
文
考
証
」。

（
13
） 

定
県
漢
墓
竹
簡
整
理
組
「『
儒
家
者
言
』
釋
文
」（『
文
物
』
一
九
八
一

年
第
八
期
）。
そ
の
記
述
に
倣
い
、
解
読
不
能
な
文
字
は
□
で
表
し
、
疑

わ
し
い
文
字
は
□
で
囲
ん
だ
。
ま
た
、
一
九
七
六
年
の
唐
山
地
震
以
前

に
記
録
さ
れ
、
地
震
に
よ
る
竹
簡
の
損
壊
で
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
文

字
は
〔　

〕
で
括
っ
た
。

（
14
） 『
新
序
』
巻
五
「
雑
事
篇
」
と
『
説
苑
』
巻
十
一
「
善
説
篇
」
の
「
晉

平
公
問
於
叔
向
」
章
、『
新
序
』
巻
五
「
雑
事
篇
」
と
『
説
苑
』
巻
二
「
臣

術
篇
」
の
「
齊
侯
問
於
晏
子
」
章
な
ど
。

（
15
） 『
新
序
』
巻
四
「
雑
事
篇
」
の
「
魏
文
侯
弟
曰
季
成
」
章
と
『
説
苑
』

巻
二
「
臣
術
篇
」
の
「
魏
文
侯
且
置
相
」
章
な
ど
。

（
16
） 

他
に
『
新
序
』
巻
一
「
雑
事
篇
」
の
「
晉
平
公
浮
西
河
」
章
と
『
説
苑
』

（ 105 ）



巻
八
「
尊
賢
篇
」
の
「
趙
簡
子
游
於
河
」
章
、『
新
序
』
巻
一
「
雑
事
篇
」

の
「
趙
簡
子
上
羊
腸
之
坂
」
章
と
『
説
苑
』
巻
八
「
尊
賢
篇
」
の
「
晉

文
侯
行
地
登
隧
」
章
、『
新
序
』
巻
八
「
義
勇
篇
」
の
「
佛
肹
以
中
牟
叛
」

章
と
『
説
苑
』
巻
四
「
立
節
篇
」
の
「
佛
肹
用
中
牟
之
縣
畔
」
章
の
例

な
ど
が
あ
る
。
な
お
、『
新
序
』
と
『
説
苑
』
に
収
録
さ
れ
た
説
話
の
重

複
に
つ
い
て
は
、
黄
震
『
黄
氏
日
鈔
』
に
指
摘
が
あ
る
。

（
17
） 

子
謂
、
子
賤
、
君
子
哉
若
人
。
魯
無
君
子
者
、
斯
焉
取
斯
。

（
18
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
廣
常
人
世
氏
は
『
新
序
』（
明
徳
出
版
、
一
九

七
一
年
）
五
九
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

漁
者
の
口
上
は
不
敬
罪
に
問
わ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
楚

王
の
明
察
を
信
頼
し
て
謎
を
か
け
た
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
の
信
頼

に
応
じ
得
た
楚
王
も
ま
た
仁
智
と
評
す
る
に
足
る
。「
仁
智
と
謂
ふ
べ

し
」
は
文
脈
か
ら
考
え
る
と
漁
者
へ
の
評
語
で
あ
る
が
、
こ
の
章
の

前
後
は
や
は
り
賢
人
や
善
言
を
察
納
す
べ
き
君
道
を
説
く
も
の
で
あ

る
か
ら
、
仁
智
な
る
楚
王
に
し
て
は
じ
め
て
漁
者
の
仁
智
を
知
り
得

た
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
19
） 

石
光
瑛
校
釋
、
陳
新
整
理
『
新
序
校
釋
』
上
冊
（
中
華
書
局
、
二
〇

〇
一
年
）
二
〇
一
頁
に
は
、『
説
苑
』
の
「
孔
子
祭
魚
」
の
引
用
と
と
も

に
、「『
御
覧
』
四
百
七
十
八
亦
引
之
、
与
此
事
頗
相
似
、
詎
卽
一
事
而

傳
聞
互
異
者
邪
」
と
い
う
指
摘
が
見
え
る
。

（
20
） 

野
間
文
史
「
新
序
・
説
苑
攷
︱
説
話
に
よ
る
思
想
表
現
の
形
式
︱
」

（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
五
、
一
九
七
六
年
）、
池
田
秀
三
「
劉
向

の
学
問
と
思
想
」（『
東
方
学
報
』
五
〇
、一
九
七
八
年
）、南
部
英
彦
「
劉

向
『
説
苑
』
の
公
私
観
と
そ
の
意
味
」（『
研
究
論
叢
』
人
文
科
学
・
社

会
科
学
六
一
︱
一
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
劉
向
の
思
想
を
読
み
取
る
た

め
の
資
料
と
し
て
『
新
序
』
と
『
説
苑
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（ 106 ）


